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１ 審議案件 

 

審議案件に係る意見を以下に取りまとめた。 

なお、案件第 1号人口減少・少子高齢社会に対応した青森駅周辺の

交通環境改善（防災・安全）及び案件第 2号都市再生整備計画青森駅

周辺地区、案件第 3号地域の安心を支えるにぎわい拠点の形成及び案

件第 4号都市再生整備計画青森操車場跡地周辺地区、案件第 5号青森

駅周辺地区における高次な都市機能の集積による住環境整備及び案

件第 6号青森駅周辺地区（中新町山手地区）における高次な都市機能

の集積による住環境整備については、内容に関連があることから、そ

れぞれ一括して説明、審議を行い、採決は１件ずつ行った。 

 

○ 案件第 1号 人口減少・少子高齢社会に対応した青森駅周辺の 

 交通環境改善（防災・安全） 

〇 案件第 2号 都市再生整備計画青森駅周辺地区 

 

①  事業について 

 

当該事業は、社会資本整備総合交付金に基づく、道路・高質空

間形成施設等事業であり、青森駅周辺におけるバリアフリー対策

と交通結節機能強化及び人が集まる環境整備による回遊とにぎ

わいの創出を目標とし、青森駅自由通路や西口駅前広場等を整備

したものである。 

計画期間は平成 29 年度～令和 5 年度となっており、計画期間

が終了したことから、当該計画の目標の達成状況等の確認や今後

のまちづくり方策の検討を行うために市が実施した事後評価の

内容について、審議を行ったものである。 

 

②  評価について 

 

事後評価の内容について、特に異論なし。 

自由通路や新町通りなどの道路空間を利用して新たな取組が
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始まったことから、引き続き、賑わい創出に向けて取り組んでい

ただきたい。 
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○ 案件第 3号 地域の安心を支えるにぎわい拠点の形成 

〇 案件第 4号 都市再生整備計画青森操車場跡地周辺地区 

 

①  事業について 

 

当該事業は、社会資本整備総合交付金に基づく、都市再生整備

計画、道路、都市公園、地域生活基盤施設、高次都市施設等事業

であり、青森操車場跡地周辺における、地域の安心を支え、にぎ

わいを生み出す交通機能の強化と交流拠点の形成を目標とし、青

森市総合体育館や周辺道路等を整備したものである。 

計画期間は令和元年度～令和 5年度となっており、計画期間が

終了したことから、当該計画の目標の達成状況等の確認や今後の

方針等の検討を行うために市が実施した事後評価の内容につい

て、審議を行ったものである。 

 

②  評価について 

 

事後評価の内容について、特に異論なし。 

青森市総合体育館については、運営事業者と連携しながら、引

き続き、健康・交流・防災拠点として効果が持続するように取り

組んでいただきたい。 

また、交通環境の面では、新駅整備や自由通路などの整備が重

要なポイントとなるため、今後とも、関係機関と連携・協力して

取り組んでいただきたい。 
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○ 案件第 5号 青森駅周辺地区における高次な都市機能の 

集積による住環境整備 

〇 案件第 6号 青森駅周辺地区（中新町山手地区）における 

高次な都市機能の集積による住環境整備 

 

①  事業について 

 

当該事業は、社会資本整備総合交付金に基づく住環境整備事業

であり、高次な都市機能の集積を図り、良好な居住環境の形成を

目指し、青森駅周辺地区における老朽化した建物、空地、中小小

売店舗等を共同化・集約化し、魅力的な商業施設と集合住宅等を

整備したものである。 

計画期間は令和元年度～令和 5年度となっており、計画期間が

終了したことから、当該計画の目標の達成状況等の確認や今後の

住環境整備の方策の検討を行うために市が実施した事後評価の

内容について、審議を行ったものである。 

 

②  評価について 

 

事後評価の内容について、特に異論なし。 

市街地再開発事業や優良建築物等整備事業により、青森駅周辺

地区における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更

新が進んでいる状況もあり、引き続き良好な居住環境の形成に向

けて取り組んでいただきたい。 

 

２ 意見書の活用 

 

市においては、今後、社会資本総合整備計画を作成し事業を実施す

る場合において、本意見を参考としていただきたい。 


